
第６１回
横浜市港湾審議会

〔議題〕

１．横浜港臨港地区及び分区の変更

２．横浜港港湾計画の軽易な変更
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横浜港港湾計画図横浜港港湾計画図

埠頭用地

緑地

港湾関連用地、工業用地等

土地利用計画の主な凡例

2



商 港 区

工 業 港 区

マ リ ー ナ 港 区

修 景 厚 生 港 区

分 区 指 定 な し

横浜港臨港地区内の分区指定図横浜港臨港地区内の分区指定図
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今 回 の 変 更 箇 所今 回 の 変 更 箇 所
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E２．山内地区

１．南本牧ふ頭地区
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１． 南本牧ふ頭地区
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○現在、２８年度の都市計画決定を目指して、市域全体における
市街化区域と市街化調整区域の見直し（線引き）を進めています。

○今後、埋立竣工が予定されるＭＣ－４コンテナターミナル等の
土地利用を可能にするため、市域全体の見直しにあわせて
市街化区域に編入し、臨港地区及び分区の指定等を行います。



ＭＣ-3ＭＣ-4

１．南本牧ふ頭地区 － 現在の状況
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５-１

ＭＣ-2 ＭＣ-1

５ﾌﾞﾛｯｸ

処分場

２ﾌﾞﾛｯｸ

処分場

平成13年4月
供用

平成27年4月
供用

埋立総面積
約217ha

横浜港ｺﾝﾃﾅ取扱
約30％



ＭＣ-2 ＭＣ-1

ＭＣ-3ＭＣ-4

１．南本牧ふ頭地区 － 臨港地区及び分区の指定経過
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①平成12年度の指定

③平成21年度の指定

今回の指定

５-１
５ﾌﾞﾛｯｸ

処分場

２ﾌﾞﾛｯｸ

処分場

②平成19年度の指定
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現況 指定後

１．南本牧ふ頭地区 － 臨港地区及び分区の指定等

商港区

修景厚生港区
約 4.7 ha

○今後、埋立竣工が予定されるＭＣ－４コンテナターミナル等の土地利用を
可能にするため、市街化区域に編入し、臨港地区及び分区の指定等を行います。

【 商 港 区 】 約 ７０.６ haの指定
【修景厚生港区】 約 ２.９ haの指定
【修景厚生港区】 約 ４.７ ha ⇒ 【商港区】 約 ４.７ ha

商港区
約 4.7 ha

商港区

修景厚生港区
約 0.3 ha

商港区
約 52.2 ha

修景厚生港区
約 2.6 ha

商港区
約 18.4 ha



27年度：都市計画関連の説明会等

28年度：市域全体の都市計画決定
とあわせて臨港地区等の変更

30年代前半：ＭＣ-４ﾀｰﾐﾅﾙ等供用
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１．南本牧ふ頭地区 － 今後の予定



２． 山 内 地 区
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○現在、ＪＲ貨物線東高島駅の北側（東高島駅北地区）においては、
小規模な工場や駐車場等の遊休化した土地利用となっています。

○今後の東高島駅北地区のまちづくりのため、港湾計画の土地利用
計画を変更するとともに、臨港地区及び分区の指定を解除します。
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２．山内地区 － 位置図

中央卸売市場本場

神奈川水再生センター

コットンハーバー地区みなとみらい地区

東神奈川駅

横浜駅

瑞穂埠頭

まちづくりエリア
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２．山内地区 － 現在の状況

中央卸売市場本場 コットンハーバー地区

神奈川水再生センター

東高島駅北地区
まちづくりエリア

ＪＲ貨物線東高島駅



２．山内地区 － 東高島駅北地区 まちづくり（案）
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今回、臨港地区を解除する地区



≪山内地区≫ 臨港地区の解除について

○東高島駅北地区のまちづくりに伴い、臨港地区及び分区の
指定を解除します。

【工業港区】 ０．３ haの解除
【 商 港 区 】 ０．３ haの解除

２．山内地区 － 臨港地区及び分区の指定解除
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現況 解除後

工業港区商港区

商港区
約０．３ ha

工業港区
約０．３ ha



２．山内地区 － 港湾計画の土地利用計画の変更

○東高島駅北地区のまちづくりに伴い、港湾計画の土地利用
計画を変更します。

【港湾関連用地】 ０．３ha ⇒ 【都市機能用地】 ０．３ha

現況 変更後
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港湾関連用地 都市機能用地

都市機能用地
約０．３ ha

港湾関連用地 都市機能用地



16

27年度：土地区画整理事業等の都市計画決定

28年度以降：東高島駅北地区まちづくり開始

31年度以降：東高島駅北地区まち開き

２．山内地区 － 今後の予定


